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報

一
一
雑
報
一
一

雑

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
四
月
|
昭
和
四
二
年
五
月
)

法学会記事

一
、
四
月
一
七
日
(
月
)
午
後
二
時
|
四
時

O
「
中
共
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
-
シ
ッ
プ
」

報
告
者
、
シ
ヱ

l
ム
ズ
・
陳

出
席
者
一
七
名

今
回
は
臨
時
会
で
あ
っ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
州
立
大
学
教
授
で
、

現
在
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
客
員
教
授
と
し
て
来
日
中
の
陳
博
士
(
専

攻
は
中
国
現
代
史
、
政
治
〉
を
か
こ
み
懇
談
し
た
。
今
回
の
会
合
開
催

に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
セ
ン
タ
ー
の
尽
力
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
陳
博
士
の
報
告
が
ア
メ
リ
カ
の
一

定
の
政
策
を
弁
護
し
よ
う
と
か
、
喧
伝
し
よ
う
と
か
、
と
い
っ
た
意
図

に
も
と
、
、
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
念
の
た
め

に
、
こ
こ
で
申
し
そ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

話
題
は
、
「
中
共
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ヅ
プ
」
で
あ
っ
た
。
昨

今
の
中
共
に
お
け
る
一
連
の
事
件
に
て
ら
し
て
、
興
味
あ
る
テ
!
?
で

あ
る
。
博
士
は
、
中
共
の
秘
密
文
書
で
あ
一
る
「
工
作
通
訊
」
を
資
料
と

し
て
、
中
共
内
部
の
リ
ー
ダ
ー
-
シ
ッ
。
フ
の
構
造
、
中
共
リ
ー
ダ
ー
が

直
面
し
て
い
た
(
い
る
)
諸
問
題
を
指
摘
し
、
と
り
わ
け
、
こ
の
文
書

一
九
六

0
年
代
初
に
お
い
て
、
中
共
の
経
済
政
策
が
挫
折
し
、

そ
の
こ
と
が
園
内
的
に
重
大
な
政
治
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
こ
と
、
中

共
成
立
以
来
、
積
年
の
思
想
改
造
工
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
そ
の

工
作
は
完
全
に
成
功
し
て
い
る
段
階
に
な
く
、
軍
隊
内
部
も
、
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る

文
化
大
革
命
の
強
行
を
余
儀
な
か
ら
し
め
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
態

で
あ
っ
た
と
い
え
る
、
と
述
べ
た
。
そ
の
ほ
か
、
話
題
と
し
て
は
次
の

よ
う
な
こ
と
が
採
り
あ
げ
ら
れ
た
。
中
共
が
対
外
強
硬
政
策
を
と
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
民
の
限
を
外
へ
向
け
、
内
政
上
の

失
敗
か
ら
人
民
の
注
意
を
そ
ら
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
o

中
国
で
は
、
政

治
責
任
と
道
徳
上
の
責
任
と
が
は
っ
き
り
分
離
さ
れ
ず
、
政
策
上
の
失

敗
は
、
た
ん
に
政
治
責
任
の
み
を
問
わ
れ
る
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
、
今

日
採
ら
れ
て
い
る
毛
路
線
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
場
合
と
は
呉
っ
て
、

反
対
派
人
物
を
抹
殺
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
こ
れ
を
し
て
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
改
造
を
な
さ
し
め
よ
う
、
そ
れ
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。
後
進
国
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
中
共
で

も
、
軍
隊
が
政
治
の
レ
ベ
ル
で
果
す
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
中
共

リ
ー
ダ
ー
も
、
軍
隊
の
士
気
の
鼓
舞
、
軍
隊
の
戦
闘
力
充
実
、
兵
士
の

思
想
傾
向
、
に
は
と
く
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る。 か
ら
、先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
テ
!
?
じ
た
い
、
時
宜
に
か
な
っ
た
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
出
席
者
の
う
ち
に
、
専
攻
者
が
ほ
と
ん
ど
見

当
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
う
一
歩
、
議
論
が
深
く
な
っ
て
も
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公法研究会記事

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
た
。
歴
史
学
の
立
場
か
ら

す
る
資
料
の
扱
か
い
方
、
過
去
幾
度
も
あ
っ
た
中
国
史
上
の
革
命
(
思

想
統
一
を
伴
っ
た
)
と
現
在
の
中
共
の
行
な
っ
て
い
る
革
命
と
の
比

較
、
中
共
リ
ー
ダ
ー
の
行
動
を
き
め
る
重
要
要
素
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
も
の
を
挙
げ
ら
れ
る
か
、
仮
説
の
形
で
明
示
し
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
点
も
、
話
題
と
な
っ
て
も
よ
か
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

二
、
五
月
一
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
]
五
時

O
「
資
本
主
義
法
と
社
会
主
義
法
」

清

報

報

告

者

五

十

嵐

出
席
者
一
八
名

同
じ
標
題
の
下
に
、
報
告
者
が
執
筆
し
た
法
律
時
報
三
九
巻
六
号
掲

載
の
論
稿
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
報
告
、
討
論
が
な
さ
れ
た
。
間
近

に
ひ
か
え
た
比
較
法
学
会
で
の
問
題
点
の
一
斑
を
予
め
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
で
あ
る
。

最
近
の
比
較
法
学
の
方
法
論
的
問
題
点
が
論
点
と
な
っ
た
。
平
和
共

存
の
時
代
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
東
西
両
側
の
法
学
者
の
間
に
は
、
相

互
の
法
の
比
較
が
可
能
か
ど
う
か
、
比
較
の
目
的
は
何
か
、
比
較
の
方

法
は
い
か
な
る
も
の
か
等
に
つ
い
て
の
研
究
の
気
運
が
高
ま
り
、
国
際

会
議
が
も
た
れ
た
こ
と
も
既
に
幾
度
か
あ
る
。
日
本
の
い
わ
ゆ
る
社
会

主
義
法
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
否
、
日
本
の
比
較
法
学
者
に
と
っ
て
も

両
法
の
比
較
方
法
論
を
検
討
、
研
究
す
べ
き
時
期
に
至
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
今
回
の
学
会
報
告
そ
の
も
の
は
、
一
貫
し
た
方
法
論
に
も

雑

と
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
が

一
契
機
と
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
論
点
と
し
て

は
、
「
資
本
主
義
法
」
「
社
会
主
義
法
」
と
い
う
用
語
の
定
義
づ
け
が

か
ん
た
ん
の
よ
う
に
み
え
て
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
、
機
能
的
比
較
方

法
と
は
ど
う
い
う
方
法
か
、
資
本
主
義
国
同
士
の
間
の
比
較
な
ら
と
も

か
く
、
異
質
の
政
治
・
経
済
体
制
下
の
法
の
比
較
と
い
う
こ
と
は
可
能

な
の
か
ど
う
か
、
「
社
会
主
義
法
」
と
い
っ
て
も
、
園
、
こ
と
に
差
が
あ

り
一
括
し
て
考
え
る
こ
と
は
危
検
で
あ
る
。
一
体
、
比
較
法
学
と
い
う

よ
う
な
学
問
分
科
が
成
立
し
う
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
諸
点
が
挙

げ
ら
れ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
困
難
な
問
題
ば
か
り
で
あ
る
。
報
告
者
か
ら
他
日

を
期
し
て
論
じ
て
み
た
い
旨
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
。
方
法
論
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
実
証
的
研
究
が
出
て
く
る
こ
と
が
望
ま
れ

る。
北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
四
月
J
昭
和
四
二
年
六
月
)

一
、
四
月
二
八
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
五
八
号
三

O
頁

O
判
例
時
報
四
六

O
号

一

O
頁

O
判
例
時
報
四
六

O
号

四

五

頁

二
、
五
月
一
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
待
報
四
六
一
号
一

O
頁

荒
井
史
男

千

葉

卓

小
野
善
康

深
瀬
忠

北法18(1・2021202



報

O
判
例
時
報
四
六
一
号

、
五
月
一
九
日
(
金
)
判
例
研
究

雑

。
判
例
時
報
四
七
六
号

O
判
例
時
報
四
六
二
号

1 

四
、
六
月
九
日
(
金
)

O
判
例
時
報
四
六
三
号

O
判
例
時
報
四
六
四
号

頁

今
村
成
和

二
五
頁

二
O
頁

遠
藤
博
也

白

井

判
例
研
究

八一
頁頁

安

斉

隆

遠
藤
博
也

五
、
六
月
コ
一

O
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
六
五
号

O
判
例
時
報
四
六
六
号

O
判
例
時
報
四
六
六
号

二
七
頁

一O
頁

一
九
頁

熊
本
信
夫

丹
宗
昭
信

秋
山
義
昭

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

O
判
例
時
報
四
五
七
号

(
昭
和
四
二
年
四
月
i
昭
和
四
二
年
六
月
〉

一
、
四
月
一
一
二
日
(
土
)
判
例
研
究

刑事法政治学民事法研究会記事

一
四
頁

北
大

能
勢

二
、
五
月
二
七
日
(
土
)
判
例
研
究

、
七
月
一
日
(
土
)
判
例
研
究

O
高
裁
刑
集
一
八
巻
二
号
一
一
七
頁

。
判
例
時
報
四
七
八
号

札
幌
地
検

飯
田

四
九
頁

札
幌
高
裁

林

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
二
年
四
月
J
昭
和
四
二
年
六
月
)

一
、
五
月
十
二
日
(
金
)

。
大
木
英
夫
著
「
ピ
ュ

l
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
」
紹
介

報
告
者

二
、
六
月
二
日
(
金
)

O
中
国
文
化
大
革
命
に
つ
い
て

報
告
者

三
、
六
月
十
六
日
(
金
)

。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
つ
い
て
の
一
論
文
紹
介
(
「
ソ
ビ
エ
ト
歴
史
百
科
辞

典
」
よ
り
)

報
告
者

四
、
六
月
三
十
日
(
金
)

。
北
海
道
農
村
の
地
方
政
治
調
査
を
め
ぐ
っ
て

報
告
者

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

〈
昭
和
四
二
年
四
月
1
昭
和
四
二
年
六
月
)

一
、
四
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

四

号

四

九

九

頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

七

O
二
頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

七

五

二

頁

荒近成富ネ申米山

木藤国国田倉畠

北法18(1・203)203



民事法研究会記事

O
民
集
二
O
巻

六
号

一
二
六
五
t

艮

手長

二
、
四
月
一
一
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

二

号

ニ

O
二
頁

O
民
集
二

O
巻

三

号

三

四

八

頁

三
、
四
月
二
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

二

号

三

O
二
頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

六

六

O
頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

七

三

四

頁

四
、
五
月
二
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

五

号

九

八

九

頁

O
民
集
二

O
巻
九
号
一
八
二
七
頁

O
良
集
二

O
巻

四

号

六

八

七

頁

五
、
五
月
一
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

五

号

一

O
四
六
頁

O
民
集
一
九
巻
六
号
二
二
六
八
頁

O
民
集
二

O
巻

三

号

四

O
六
頁

民
集
二

O
巻

五

号

一

O
八
四
頁

O
民
集
二

O
巻
九
号
一
八
六
一
頁

六
、
六
月
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻
九
号
一
六
七
四
頁

。
民
集
二

O
巻
九
号
一
八
八
六
頁

O
民
集
二

O
巻

三

号

四

八

四

頁

~t 

近川半石藤別見近菅神相藤近

藤

五
十
嵐

小川岡

藤井

O
民
集
二

O
巻

一

O
O四
頁

七
、
六
月
一
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

三

号

四

六

八

頁

八
、
六
月
三

O
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
二

O
巻

三

号

三

八

六

O
民
集
二

O
巻

四

号

六

四

九

頁

O
民
集
二

O
巻

四

号

六

七

六

頁

五
号

田川原府沢藤原田原原山井 本

米菅武青藤

倉
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